
  

毎 月 勤 労 統 計 調 査 の 概 要 

 

１  調査の沿革 

 「毎月勤労統計調査」の起源は古く，大正 12 年７月内務省社会局で調査が開始された「職工賃

銀毎月調査」及び「鉱夫賃銀毎月調査」を母体とし，その後幾多の変遷と改正を経ているが，現

在の名称に改められたのは，勤労統計調査令が公布された昭和 19 年７月であった。 

 その後数次にわたる改正があり，昭和 26 年４月には，所管も労働省（現在の厚生労働省）に全

面移管されるとともに，従来全国調査のみであったこの調査に，都道府県労働基準局で行ってい

た都道府県別の「毎月賃金統計調査」が，「毎月勤労統計調査地方調査」として吸収され，全国・

地方を通じて一貫した方法により，賃金，労働時間及び雇用の動きを把握できるようになった。 

 昭和 32 年７月には，従来 30 人以上だった調査対象の規模を広げ，５～29 人規模の事業所につ

いては全国乙調査を１～４人規模の事業所については年１回「特別調査」を実施することとし，

従来の全国調査については全国甲調査として調査体系の整備が行われた。その後，昭和 55 年７月

には特別調査の規模が１～29 人に拡充された。 

 平成２年１月には，サービス経済化の進行及び小規模事業所の増加に伴い，毎月勤労統計調査

の中核たる全国甲調査及び地方調査のカバー率が大幅に減少し，統計数値としての代表性が低下

してきたため改正がなされた。 

 この改正により，「全国調査」は甲調査と乙調査が統合され，５人以上規模事業所を対象とする

こととなり，「地方調査」は，調査対象の事業所規模が従来の 30 人以上から全国調査と同じ５人

以上となった。これにより「特別調査」の調査対象が１～４人の事業所のみとなった。 

 平成５年１月からは，昨今増大しつつあり調査結果に無視し得ない影響を与えるパートタイム

労働者についても，賃金・労働時間を調査するようになった。 

 現在の調査体系は，次のとおりである。 

 

                      全  国  調  査                  地  方  調  査 

             全国の結果を出すことを         都道府県別の結果を出す 

             目的としている｡                  ことを目的としている｡ 

 

毎 月 調 査 
（郵送調査又はオンライン）

毎 月 調 査 
（郵送調査又はオンライン） 

常用労働者 30 人以上    

（第一種事業所） 

常用労働者５～29 人 

（第二種事業所） 

毎 月 調 査 

（調査員） 

 

毎 月 調 査 

（調査員） 

 

 

        特 別 調 査 

常用労働者１～４人 年  １  回  調  査   （  調 査 員 ）  

 



  

２ 調査の概要 

（１）調査の目的 

 この調査は，統計法（昭和 22 年法律第 18 号）に基づく指定統計（第７号）であり，「地方調査」

は本県における，賃金，労働時間及び雇用について毎月の変動を明らかにすることを,「特別調査」

は全国調査及び地方調査を補完することを目的としている。 

 

（２）調査の対象 

 日本標準産業分類に定める鉱業，建設業，製造業，電気・ガス・熱供給・水道業，情報通信業，

運輸業，卸売・小売業，金融・保険業，不動産業，飲食店，宿泊業，医療,福祉，教育学習支援業，

複合サービス事業，サービス業（他に分類されないもの）（その他の生活関連サービス業のうち家

事サービス業及び外国公務を除く。）の各産業を対象に，「地方調査」は，常時５人以上の常用労

働者を雇用する民営，官営及び公営の事業所のうち厚生労働大臣が指定する約 900 事業所につい

て，「特別調査」は，平成 18 年７月 31 日現在１～４人の常用労働者を雇用する事業所のうち厚生

労働大臣が指定する一定の地域に所在する約 500 事業所について調査を行った。 

 

（３）調査期日 

  ①  地方調査（５人以上規模事業所） 

    毎月末日現在（給与締切日の定めがある場合は，毎月最終給与締切日現在。） 

  ②  特別調査（１～４人規模事業所） 

 平成 18 年７月 31 日現在（給与締切日の定めがある場合は，７月の最終給与締切日現在）。た

だし，特別に支払われた給与（特別給与）については，平成 17 年８月１日から平成 18 年７月

31 日までの期間。 

 

（４）調査対象事業所又は標本調査区の抽出方法 

  ① 地方調査 

 標本設計は，産業別，規模別の常用労働者１人平均「きまって支給する給与」の標本誤差を

一定限度内とすることに主眼が置かれている。その目標精度は次表のとおりである。30 人以上

規模で，製造業は標本誤差率３％，その他の産業大分類は５％となっている。 

 調査対象事業所の抽出方法は，次のとおりである。 

ア 30 人以上規模事業所（第一種事業所） 

 事業所・企業統計調査の最新の結果に基づき，事業所全数名簿を作成し，これを産業，規

模別に区分し，所定の抽出率（別表）により無作為に抽出している。（事業所抽出） 

 直近では，平成 19 年 1 月に平成 16 年事業所･企業統計調査に基づき抽出替えを実施。 

 なお，調査期間は約２年間（25 か月）となっている。 

イ ５～29 人規模事業所（第二種事業所） 

 事業所・企業統計調査の基本調査区を数個ずつ統合した「毎勤第二種基本調査区」を設定

し，そのうち 42 調査区を抽出し，調査区内の５～29 人規模の全事業所の名簿を作成する。 

 その名簿から産業別に所定の抽出率により無作為に１調査区あたり約 10 事業所の合計約

420 事業所を抽出する層化２段抽出法（調査区及び事業所抽出）により抽出している。 

 調査期間は原則として 18 か月であるが，標本事業所の交代は一斉に行うのではなく，調査

区を３組に分けて，６か月ごとに３分の１ずつ交代する方式（ローテーション方式）をとっ



  

ている。 

② 特別調査（１～４人規模事業所） 

 調査区として一定の範囲を抽出する，いわゆる集落抽出法を採っている。調査産業計におけ

る常用労働者１人平均「きまって支給する給与」の標準誤差率を５％以内とすることを主眼と

して標本設計が行われており，その方法は次のとおりである。 

 事業所・企業統計調査の基本調査区を数個ずつ統合して，「毎勤特別基本調査区」を設定し，

これを母集団とし，所定の抽出率により層化抽出された 48 調査区について，その地域内にある

調査産業に属する平成 18 年７月 31 日現在の常用労働者が１～４人である事業所全部が調査対

象になっている。（調査区抽出（層化１段抽出法）） 

 

 

全国調査 地方調査 全国調査 地方調査

Ｄ 鉱 業 1 2 1 1/4 1/2
Ｅ 建 設 業 1 1/36 1/18 1/256 1/128
Ｆ 製 造 業 1
〃 09,10 食料品，飲料・飼料・たばこ製造業 1 1/48 1/12 1/96 1/24
〃 11 繊 維 工 業 1 1/4 1 1/24 1/4
〃 12 衣 服 ・ そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1 1/4 1 1/36 1/18
〃 13 木 材 ・ 木 製 品 製 造 業 1 1/4 1 1/16 1/16
〃 14 家 具 ・ 装 備 品 製 造 業 1 1/4 1/2 1/12 1/12
〃 15 パ ル プ ・ 紙 ・ 紙 加 工 品 製 造 業 1 1/4 1 1/24 1/8
〃 16 出 版 ・ 印 刷 ・ 同 関 連 産 業 1 1/8 1/2 1/64 1/16
〃 17 化 学 工 業 1 1/24 1/8 1/24 1/4
〃 18 石 油 製 品 ・ 石 炭 製 品 製 造 業 1 1/4 1 1/2 1/2
〃 19 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 1 1/8 1/2 1/36 1/12
〃 20 ゴ ム 製 品 製 造 業 1 1/4 1/4 1/12 1/6
〃 21 な め し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 製 造 業 1 1 1 1/8 1/2
〃 22 窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業 1 1/8 1/4 1/48 1/12
〃 23 鉄 鋼 業 1 1/12 1/4 1/24 1/12
〃 24 非 鉄 金 属 製 造 業 1 1/8 1/4 1/12 1/4
〃 25 金 属 製 品 製 造 業 1 1/12 1/4 1/64 1/16
〃 26 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1 1/24 1/8 1/96 1/24
〃 27 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1 1/32 1/4 1/48 1/8
〃 28 情 報 通 信 機 械 器 具 製 造 業 1 1/12 1/2 1/8 1/4
〃 29 電 子 部 品 ・ デ バ イ ス 製 造 業 1 1/24 1/4 1/24 1/4
〃 30 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1 1/36 1/18 1/64 1/32
〃 31 精 密 機 械 器 具 製 造 業 1 1/8 1/2 1/24 1/4
〃 32 そ の 他 の 製 造 業 1 1/4 1 1/16 1/4
Ｇ 電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 1 1/12 1/6 1/8 1/4
Ｈ 情 報 通 信 業 1 1/12 1/4 1/64 1/16
Ｉ 運 輸 業 1 1/32 1/16 1/128 1/64
Ｊ 卸 売 ・ 小 売 業 1
〃 49-54 卸 売 業 1 1/16 1/4 1/128 1/64
〃 55-60 小 売 業 1 1/24 1/24 1/128 1/64
Ｋ 金 融 ・ 保 険 業 1 1/16 1/4 1/64 1/32
Ｌ 不 動 産 業 1 1/4 1 1/8 1/4
Ｍ 飲 食 店 ， 宿 泊 業 1 1/32 1/4 1/64 1/32
Ｎ 医 療 ， 福 祉 1 1/96 1/24 1/256 1/32
Ｏ 教 育 ， 学 習 支 援 業 1 1/36 1/9 1/128 1/64
Ｐ 複 合 サ ー ビ ス 事 業 1 1/12 1/4 1/36 1/36
Ｑ サービス業（他に分類されないもの） 1
〃 80 専門サービス業（他に分類されないもの） 1 1/16 1/4 1/64 1/32
〃 81 学 術 ・ 開 発 研 究 機 関 1 1/8 1 1/36 1/9
〃 84 娯 楽 業 1 1/8 1/2 1/36 1/9
〃 85 廃 棄 物 処 理 業 1 1/16 1/4 1/12 1/6
〃 86,87 自 動 車 整 備 業 ， 機 械 等 修 理 業 1 1/4 1 1/48 1/24
〃 88 物 品 賃 貸 業 1 1/4 1 1/12 1/4
〃 89 広 告 業 1 1/2 1 1/12 1/4
〃 90 そ の 他 の 事 業 サ ー ビ ス 業 1 1/24 1/8 1/36 1/18
〃 一括 Ｑ 一 括 分 1 1/4 1/2 1/36 1/9

100～499人 30～99人

抽　　　出　　　率

別　　表　　　調　査　事　業　所　の　抽　出　率

産　　　　　　　　　業
500人以上



  

３ 地方調査の集計方法 

（１）実数集計 

 事業所から提出された調査票を本県において集計し，産業別，規模別及び性別に母集団に復元

したものである。 

   注） 調査事業所が少ない産業（例えば，鉱業）については，秘密保護のため公表していないが， 

          上位分類（例えば，調査産業計）の数値には含まれている。 

    

  ア 月例分の実数集計 

調査票を積み上げた数値と母集団労働者数（前月分の当該単位集計産業，事業所規模の本調

査期間末常用調査期間末労働者数）を用いて，次により算出する。 

 

 

集 計 事 項           

 

集  計  方  法 
小 数 点

以下桁数

雇  用   

① 前調査期間末常用労働者数 サマリーそのもの ０ 

② 調査期間中の増加常用労働者数 サマリーそのもの ０ 

③    〃     減少常用労働者数 サマリーそのもの ０ 

④  本調査期間末常用労働者数 ①＋②－③ ０ 

⑤ パートタイム労働者数 サマリーそのもの ０ 

⑥ パートタイム労働者比率 ⑤÷④×100(％) １ 

労働時間   

サマリー  
⑦ 常用労働者１人平均月間出勤日数 

(①＋④)÷2  
１ 

⑧      〃     総実労働時間数 ⑨＋⑩ １ 

サマリー  
⑨                 〃               所定内労働時間数 

(①＋④)÷2  
１ 

サマリー  
⑩                 〃               所定外労働時間数 

(①＋④)÷2  
１ 

賃  金   

⑪ 常用労働者１人平均月間現金給与総額 ⑫＋⑮ ０ 

サマリー×1000  
⑫      〃   きまって支給する給与 

(①＋④)÷2  
０ 

⑬      〃        所定内給与（男女計） ⑫－⑭ ０ 

サマリー×1000  
⑭      〃      超過労働給与（男女計）

(①＋④)÷2  
０ 

サマリー×1000  
⑮      〃      特別に支払われた給与 

(①＋④)÷2  
０ 

 

 注） １ サマリーとは，産業，事業所規模及び性別ごとに，調査票を積み上げた数値に推計 

      比率を乗じたものをいう。 

    ２ 推計比率は，母集団労働者数を，調査票の前調査期間末常用労働者数（男女計）を 

      積み上げた数値で除することにより，小数点以下第７位まで求める。 

    ３ 小数点以下桁数は，四捨五入により丸めて求める。 

       ４ 集計方法における①②等は，集計事項の①②等を示す。 



  

   イ  年平均実数集計 

    各調査項目について，１月～12 月の月次サマリーを合計した年累計サマリーを用いて，次に 

  示した集計方法より算出する。        

 

集 計 事 項           

 

集  計  方  法 
小 数 点

以下桁数

雇  用   

① 前調査期間末常用労働者数 年累計サマリー÷12 ０ 

② 調査期間中の増加常用労働者数 年累計サマリー÷12 ０ 

③    〃     減少常用労働者数 年累計サマリー÷12 ０ 

④  本調査期間末常用労働者数 ①＋②－③ ０ 

⑤ パートタイム労働者数 年累計サマリー÷12 ０ 

⑥ パートタイム労働者比率 ⑤÷④×100(％) １ 

労働時間   

年累計サマリー  
⑦ 常用労働者１人平均月間出勤日数 

(①'＋④')÷2  
１ 

⑧      〃     総実労働時間数 ⑨＋⑩ １ 

年累計サマリー  
⑨                 〃               所定内労働時間数 

(①'＋④')÷2   
１ 

年累計サマリー  
⑩                 〃               所定外労働時間数 

(①'＋④')÷2  
１ 

賃  金   

⑪ 常用労働者１人平均月間現金給与総額 ⑫＋⑮ ０ 

サマリー×1000  
⑫      〃   きまって支給する給与 

(①'＋④')÷2  
０ 

⑬      〃        所定内給与（男女計） ⑫－⑭ ０ 

サマリー×1000  
⑭      〃      超過労働給与（男女計）

(①'＋④')÷2  
０ 

サマリー×1000  
⑮      〃      特別に支払われた給与 

(①'＋④')÷2  
０ 

   注）１ 小数点以下桁数は，四捨五入により丸めて求める。 

     ２ 集計方法における①②等は，集計事項の①②等を示す。 

       ３ ①'④'は，それぞれ前調査期間末常用労働者数，本調査期間末常用労働者数の年累計 

       サマリー（12 で除す前の数値）を示す。 

 

（２）指数の作成 

 ① 基準数値 

   平成 19 年 1 月からの指数計算に用いる基準数値は，平成 17 年１月～12 月分の実数を後述

する指数と同様の方法でギャップ修正し，単純平均して算出する。 

 

 

 

  

 

 

 

平成 17 年１月～12 月分実数（修正実数）の和 
基準数値 ＝  

１２ 
 



  

  ② 月次指数の作成 

ア 実質賃金指数以外の指数 

実数を基準数値で除して 100 倍し，四捨五入して小数点以下第１位まで算出。 

 

 

 

 

イ 実質賃金指数 

     現金給与総額指数ときまって支給する給与指数をそれぞれ「広島市消費者物価指数（持家

の帰属家賃を除く総合）」で除して 100 倍し，四捨五入して小数点以下第１位まで算出。 

 

  「月次指数」と「月次の調査結果の実数」との関係は，次のとおりである。 

月 次 指 数 月 次 の 調 査 結 果 の 実 数 

 現 金 給 与 総 額 指 数              
 きまって支給する給与指数              
 所 定 内 給 与 指 数              
 総 実 労 働 時 間 指 数              
 所 定 内 労 働 時 間 指 数              
 所 定 外 労 働 時 間 指 数              
 常 用 雇 用 指 数              

 常用労働者１人平均月間現金給与総額 
           〃           きまって支給する給与額 
      〃      所定内給与額 
      〃          総実労働時間数 
      〃      所定内労働時間数 
      〃      所定外労働時間数 
 本調査期間末推計常用労働者数 

          

  ② 年平均指数の作成 

  月次指数を 12 か月単純平均し，小数点以下第２位を四捨五入して小数点以下第１位まで算出

した。 ただし，実質賃金指数は，現金給与総額指数又は定期給与指数の年平均値を，広島市消

費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）の年平均値（それぞれ四捨五入して小数点以下第

１位までの数値）で除して 100 倍し，四捨五入して小数点以下第１位まで算出した。 

 

（３）増減率の作成 

   前年同月（又は前年）からの変化を示すものであり，時系列比較を目的とする指数から計算

する。次の式を用い結果を四捨五入して小数点以下第１位まで算出。ただし，指数を作成して

いないものについては，実数を指数と同様の方法（ギャップ修正と同様の方法）で修正した修

正実数から計算した。 

 

 

 

 

（４）労働異動率の作成 

    次の式を用いて，四捨五入して小数点以下第２位まで算出した。 

       なお，労働異動率及びその増減差は，過去に遡って改訂していない｡ 

               調査期間中の増加(減少)常用労働者数 
入(離)職率 ＝                                                        × 100 
                  前調査期間末常用労働者数 

                 月次の調査結果の実数                    
  月次指数 ＝                            × 100 
                    基 準 数 値 

当月（当年）の指数－前年同月（前年）の指数
増減率 ＝  

前年同月（前年）の指数 
 



  

４ 指数の改訂，基準時更新 

 指数は，①基準年の変更に伴う改訂（以下「基準時更新」という），②規模 30 人以上事業所（以

下「第一種事業所」という）の抽出替えによる改訂，という２つの事由で過去に遡って改訂する。 

 

 ① 基準時更新 

 基準時更新とは，指数の基準年を西暦年の末尾が０又は５の付く年に変更する改訂のことを

いい，５年ごとに行うものである（昭和 56 年３月 20 日統計審議会答申に基づく。）。この基準

時更新では，作成している指数の全期間にわたって改訂を行う。 

 

 ② 第一種事業所の抽出替えに伴う改訂（ギャップ修正） 

毎月勤労統計調査では，定期的に第一種事業所の抽出替え（調査対象事業所の入れ替え）を

行っている。しかし，旧調査結果（旧調査対象事業所の調査票をもとに作成したもの）と新調

査結果（新調査対象事業所の調査票をもとに作成したもの）との間に数値の乖離（ギャップ）

が生じるため，正確な時系列比較を行うためにはこの乖離（ギャップ）を調整する必要がある。

この調整を，ギャップ修正と呼び，原則として第一種事業所の抽出替えに併せて実施している。 

 ただし，パートタイム労働者比率，入職率・離職率及び実数についてはギャップ修正を行っ

ていない。 

 最近では，平成 19 年１月分調査において第一種事業所の抽出替えを行い，指数開始作成年か

ら全期間にわたって賃金指数，労働時間指数及び実質賃金指数のギャップ修正を行った。ま

た，全ての指数について，平成 17 年平均＝100 となるように過去に遡って改訂した。 

  このときのギャップ修正及び基準時更新の方法は，次のとおりである。 

 

（１）ギャップ修正 

① 賃金指数及び労働時間指数（30 人以上,５人以上共通） 

賃金指数及び労働時間指数については，新・旧調査結果間のギャップは，サンプルを入れ替

えた影響のみによる結果とみなし，全期間の指数を一律に修正する。 

 

   

   上の式よりギャップ率を求め，各指数を次式により修正する。 
  

 

                               （小数点以下第 1 位） 
        

    注）賃金指数については，いずれの指数にも「きまって支給する給与」のギャップ率を用いる。 

 

② 常用雇用指数 

    平成 19 年 1 月抽出替えで母集団事業所リストとして使用した平成 16 年事業所・企業統計調

査では，官公営事業所については調査を行っておらず，正確な母集団労働者数が把握できない

ため，母集団労働者数の変更は行わない。常用雇用指数のギャップ修正は行わない。 
 

 

 

          平成 19 年１月分の新調査結果（以下新集計という） 
Ｇ（ギャップ率）＝ 
          平成 19 年１月分の旧調査結果（以下旧集計という） 

Ｉ’（修正後指数）＝ Ｉ（修正前指数） × Ｇ 



  

        

（３）基準時更新 

 平成 17 年平均＝100 となるように，すべての指数を次式により指数作成開始年まで遡って改訂

した。 

① 賃金指数及び労働時間指数（30 人以上,５人以上共通） 

平成 18 年 12 月までの指数（平成 12 年基準，ギャップ修正済みのもの）を平成 17 年平均

の指数が 100 になるように次式により改訂する。 

 

 

 

 

       Ｉ” ：基準更新後指数（平成 17 年基準） 

       Ｉ’ ：平成 12 年基準指数（ギャップ修正済み） 

 

 ② 常用雇用指数 

平成 18 年 12 月までの指数（平成 12 年基準）を平成 17 年平均の指数が 100 になるように

次式により改訂する。 

 

 

 

       Ｉ” ：基準更新後指数（平成 17 年基準） 

       Ｉ’ ：平成 12 年基準指数 

 

 ③ 実質賃金指数 

   平成 18 年 12 月までの指数を次式に基づき改訂する。 

 

 

 

       Ｒ17 ：実質賃金指数（平成 17 年基準） 

       Ｗ  ：名目賃金指数（平成 12 年基準，ギャップ修正済み） 

     Ｃ17 ：消費者物価指数（平成 17 年基準，持家の帰属家賃を除く総合） 

 

５ 特別調査の集計方法 

（１）常用労働者数の算定 

 
 

 

 

 

 

 

１２００ 
Ｉ”（平成 17 年基準）＝Ｉ’× 

平成 17 年各月の指数（ギャップ修正後）の合計 

１２００ 
Ｉ”（平成 17 年基準）＝Ｉ’× 

平成 17 年各月の指数（平成 12 年基準）の合計 

Ｗ 
Ｒ17（平成 17 年基準）＝ 

Ｃ17 
×１００ 

h=１・・・，L：層
Mh：第 h 層の母集団調査区数 
 
 
 
mh：第 h 層の標本調査区数 
ｎhi：第 h 層の第 i 調査区内の事業所数 
Xhij：第 h 層第 i 調査区内第 j 事業所の特定集計区分に 

該当する労働者数 



  

（２）賃金，労働時間等の算定 

  （例）きまって支給する現金給与額の推計値の算出 

    年齢，勤続年数，出勤日数，実労働時間数及び過去 1 年間特別に支払われた現金給与額に

ついても同様の方法で求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆhij：第 h 層第 i 調査区内第 j 事業所の特定の集計区分に該当する労働者数 
Ｙhijk：第 h 層第 i 調査区内第 j 事業所の特定の集計区分に該当する 

第 k 労働者のきまって支給する現金給与額 
 
          第 h 層第 i 調査区における特定の集計区分に該当 
          する労働者のきまって支給する現金給与額の総和 
             
          第 h 層第 i 調査区における特定の集計区分に該当 
          する労働者数 
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